
ＧＡＰ体制強化・供給拡大事業
【５６（５６）百万円】

対策のポイント
ガイドラインＧＡＰの取組を産地において広く普及させる取組や、ガ

イドラインＧＡＰの取組を認証する体制の整備を支援します。

＜背景／課題＞
・農林水産省の「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」

は、国内農業の持続可能性の向上を主な目的として、我が国における食品安全、

環境保全、労働安全に関する法令等を俯瞰し、農業生産活動において実践を奨励

すべき取組を網羅的に明確化したものです。本ガイドラインに則したＧＡＰ（以

下「ガイドラインＧＡＰ」という。）に取組む産地の割合は未だ２割程度と少な

いことから、ガイドラインＧＡＰの取組を広く普及させることが必要です。

・また、食の安全、環境保全等への関心の高まりを受けて、近年、国内の実需者、

飲料メーカー等から、ＧＡＰの取組の信頼性を向上させることが求められるよう

になってきています。このため、第三者がＧＡＰの取組を認証する体制を整備す

る必要があります。

・2020年オリパラ東京大会では、「持続可能で環境にやさしい食料を使用する」とと

もに「持続可能性のレガシーを残す」という方針が示されています。この方針に

適切に対応するためにも、上記の取組を通じて我が国におけるＧＡＰの水準を高

めておく必要があります。

政策目標
ガイドラインＧＡＰ導入産地割合の増大
（23％（平成25年度）→70％（平成30年度））

＜主な内容＞

１．ガイドラインＧＡＰの普及推進
国内におけるＧＡＰの取組レベルの底上げに向けて、ガイドラインＧＡＰの

取組を広く普及させるため、生産者向け研修会の開催、産地における推進活動

等に係る取組を支援します。

補助率：１／２

事業実施主体：農業協同組合、協議会等

２．認証体制整備支援
ＧＡＰの取組に対する信頼性向上に向けて、生産者及び取引先以外の第三者

がＧＡＰの取組を認証する仕組みを導入するため、検討会の開催、人材育成に

向けた研修会、第三者による確認・認証体制の実証等に係る取組を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県、農業協同組合等

［お問い合わせ先：生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－７１８８）］

［平成29年度予算の概要］



１ ガイドラインＧＡＰの普及推進

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に則した一定水準以上の
ＧＡＰの普及に向けた取組を支援します。

【事業内容】・生産者向け研修会の開催や実践マニュアルの作成
・団体での取組に必要な内部監査員等の管理者養成研修会の開催
・ＧＡＰの普及に向けた推進活動や普及資料の作成 等

【補助率】１/２
【事業実施主体】農業協同組合、協議会 等

ＧＡＰ体制強化・供給拡大事業

経営の改善や日本産農産物に対する信頼性の向上

ガイドラインＧＡＰの取組を産地において広く普及させる取組や、ガイドラインＧＡＰの取組を認証する体制
の整備を支援します。

２ 認証体制整備支援

信頼性の向上に向け、第三者がＧＡＰの取組を認証する体制を整備するための取組を支援します。

【事業内容、補助率】・認証体制導入検討会の開催（定額）
・審査員養成研修会の開催（定額）
・基準書の作成（定額）
・認証体制の実証及び検証（１／２）

【事業実施主体】都道府県、農業協同組合 等

平成29年度予算額：産地活性化総合対策事業2355百万円のうち56(56)百万円
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